
　
令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
、市
内
に

住
所
が
あ
る
人
で
前
年
中
に
次
の
所

得
が
あ
っ
た
人

▼ 

営
業
、農
業
、不
動
産
、配
当
な
ど
の

所
得
が
あ
っ
た
人

▼ 

給
与
所
得
者
で
そ
の
他
の
収
入
が

あ
っ
た
人

▼ 
日
雇
い
、パ
ー
ト
、ア
ル
バ
イ
ト
な

ど
の
収
入
が
あ
っ
た
人

▼ 

退
職
し
、再
就
職
し
て
い
な
い
人（
年

末
調
整
が
未
済
で
控
除
な
ど
の
追

加
が
あ
る
人
）

▼ 

遺
族
年
金
や
障
害
年
金
な
ど
の
非
課

税
年
金
の
み
を
受
給
し
て
い
た
人

▼ 

公
的
年
金
受
給
者
で
社
会
保
険
料

な
ど
の
控
除
を
受
け
る
人
や
他
の

収
入
が
あ
っ
た
人

▼ 

世
帯
主
が
市
外
へ
単
身
赴
任
な
ど

で
転
出
し
て
い
る
家
族
の
人

▼
収
入
が
な
か
っ
た
人
な
ど

▼ 

税
務
署
で
所
得
税
の
確
定
申
告
を

す
る
人

▼ 

所
得
が
給
与
所
得
の
み
で
、事
業
主

か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
本
市
に

提
出
さ
れ
て
い
る
人（
年
末
調
整
済

の
人
）

▼ 

収
入
が
公
的
年
金
の
み
で
所
得
控

除
の
必
要
が
な
い
人

▼ 

市
在
住
の
親
族
の
税
法
上
の
扶
養

に
な
っ
て
い
る
人

▼�

収
入（
所
得
）を
証
明
で
き
る
資
料

▼�

源
泉
徴
収
票（
給
与
、公
的
年
金
な

ど
）、支
払
証
明
書

▼�

収
支
内
訳
書（
農
業
や
営
業
な
ど
の

事
業
所
得
、不
動
産
所
得
が
あ
る
人
）

▼�
保
険
料
支
払
証
明
書（
生
命
保
険
、

地
震
保
険
、社
会
保
険
な
ど
）

▼�

医
療
費
控
除
用
明
細
書（
病
院
ご
と

に
金
額
を
計
算
し
た
も
の
）

▼�

所
得
控
除
の
確
認
の
た
め
必
要
な

資
料（
障
害
者
手
帳
な
ど
）　　

▼�

本
人
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
と
運

転
免
許
証
、公
的
医
療
保
険
の
被
保

険
者
証
な
ど
）

▼�

利
用
者
識
別
番
号（
税
務
署
か
ら
届

い
て
い
る
人
の
み
）

▼ 

そ
の
他
、申
告
に
必
要
な
資
料

森
林
環
境
税
の
創
設

　

森
林
の
整
備
お
よ
び
そ
の
促
進
に

関
す
る
施
策
の
財
源
に
充
て
る
た
め

に
創
設
さ
れ
た
国
税
で
す
。
住
民
税

（
市
県
民
税
）の
均
等
割
と
あ
わ
せ
て

年
間
千
円
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法

等
に
基
づ
き
、均
等
割
に
千
円
が
上
乗

せ
さ
れ
て
い
ま
す
が
、こ
ち
ら
は
令
和

5
年
度
で
終
了
し
ま
す
。

上
場
株
式
な
ど
の
配
当
所
得
や
譲
渡

所
得
に
係
る
課
税
方
式
の
統
一

　
所
得
課
税
方
式
に
つ
い
て
、所
得
税

と
住
民
税
で
異
な
る
課
税
方
式
を
選

択
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

国
外
居
住
親
族
に
係
る
扶
養
控
除
等

の
見
直
し

　

扶
養
控
除
の
対
象

と
な
る
国
外
居
住
親

族
の
要
件
が
厳
格
化

さ
れ
ま
し
た
。

２
月
　
日
㈮
16

15
３
月
　
日
㈮

【問い合わせ先】 税務課市民税係 ☎0968（25）7206

午
前
８
時
40
分
～
11
時
、午
後
１
時
～
４
時

本
庁
舎
、各
支
所
※ 

申
告
の
受
け
付
け
は
平
日
の
み

収入なし

主に年金収入

主に給与収入

・ 事業所得（農業、営業など）
・不動産所得
・雑所得
・一時所得
・利子所得
・配当所得
・総合譲渡所得

非課税収入のみ

・譲渡所得（土地・建物）
・先物取引の雑所得
・株式等の譲渡・配当所得
・ 住宅借入控除（初年度）
・山林所得
※ 確定申告が不要な場合もあ

ります

住民税申告

住民税申告

住民税申告

住民税申告

住民税申告

住民税申告

税務署で
確定申告

（関連20㌻）

確定申告

確定申告

確定申告

確定申告

申告不要

申告不要

申告不要

申告不要

・ 年金収入のみで148万円（65歳未満は98万円）
以下である

・ 誰の税法上の扶養にもなっていない
・ 菊池市以外の親族の税法上の扶養になっている

・ 誰の税法上の扶養にもなっていない
・ 菊池市以外の親族の税法上の扶養になっている

・ 年金収入のみで148万円（65歳未満は98万円）
超、400万円以下

・ 年金収入が400万円以下で、他の所得（20万円
以下）がある

・ 年金収入のみで400万円を超える

・ 年金収入以外の所得が20万円を超える
　（年金収入金額に関係なく）

・ 年末調整が済んでいる（１カ所からの給与のみ）
・ 給与収入が93万円以下

・ 給与収入以外の所得が20万円以下である

・ 所得金額より控除が多い場合
　（所得税が課税されない）

・ 所得金額より控除が少ない場合
　（所得税が課税される）

・ 菊池市在住の親族の税法上の扶養になっている

・ 菊池市在住の親族の税法上の扶養になっている

・ 年末調整の内容に変更がある
・ 年末調整できない控除がある
　（医療費控除、雑損控除、寄付金控除など）
・ ２カ所以上から給与をもらっている
・ 年末調整が済んでいない
　（給与収入93万円以下も含む）  
・ 給与収入が2千万円を超える 
・ 給与収入以外の所得が20万円を超える
　（給与収入金額に関係なく） 

菊
池
市
へ
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
令
和
6
年
1
月

1
日
に
住
ん
で
い
た
市
区
町
村
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

ス
タ
ー
ト

令
和
5
年
中
に
ど
ん
な
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か
？

はい

・ この表は、簡易に判断する場合のフローチャートです。不明な点はお問い合わせください。
・ 納めすぎた所得税の還付申告を受ける場合は、下表に関わらず確定申告が必要です。
・ 雑損控除を受ける場合は税務署に案内する場合もあります。
・ 給与や年金収入により所得税および住民税が非課税となる場合、または菊池市在住の親族の税法上の扶養

となっている場合は申告不要です。
・ 収入なし、非課税収入のみの場合は、市でその事実を把握することができないため、申告が必要となります。
（※本市在住の親族の扶養者を除く）

国税庁ホームページ
「 確定申告書等作成
コーナー」へアクセス！

いいえ

令
和
6
年
１
月
１
日
現
在
、菊
池
市
に
住
ん
で
い
た

遺族年金、障害年金、
失業給付金など

ホームページ
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